
 

岩美町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、岩美町地域こどもの生活支援強化事業補助金

（以下「補助金」という。）の交付について、岩美町補助金等交付

規則（平成１１年３月２４日岩美町規則第５号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（交付目的）  

第２条  本補助金は、地域こどもの生活支援強化事業実施要綱（令

和５年１２月１３日付こ支家第３１０号こども家庭庁支援局長通

知。以下「国実施要領」という。）及び岩美町地域こどもの生活支

援強化事業実施要領（令和８年４月１日。以下「町実施要領」と

いう。）に基づき、「こどもの生活支援強化」について新たな取り

組みを行う民間団体等の立上げを支援し、町内の団体の育成、取

組の推進を図ることにより、地域福祉及び児童福祉の向上に寄与

することを目的として交付する。  

 （補助対象事業）  

第３条  補助金の対象となる事業は、町内で実施する町実施要領第  

４条に規定する事業（以下「補助対象事業」という。）とする。  

（補助対象者）  

第４条  補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を公正、中

立かつ効果的に実施することができる民間団体等とし、次に掲げ

る要件すべてを満たすものとする。  

（１）団体の本拠としての事務所を県内に有し、町内でも活動する

団体であること。  

（２）代表者が明らかであること。  

（３）政治活動、宗教活動若しくは営利事業を目的とする団体では

ないこと。  

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に

規定する暴力団の統制の下にある団体ではないこと。  

（補助金の算定等）  

第５条  事業立ち上げ支援に係る補助金の額は、補助対象事業の実

施に要する別表１の第２欄に掲げる経費の実支出額（仕入控除税
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額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額

のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入

れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方

税法（昭和２５年法律２２６号）に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）から補助対象

事業のための寄付金その他補助対象事業に係る収入の額を控除し

た額に１０分の１０を乗じて得た額（千円未満の端数は切り捨て

るものとし、同表第３欄に掲げる額を限度とする。）以内で算定し、

予算の範囲内で交付する。ただし、岩美北小学校区に２か所及び

岩美西小学校区並びに岩美南小学校区に各１か所の整備が完了す

るまでの間とする。  

２  運営費に係る補助金の額は、別表２の第３欄に掲げる経費の実

支出額（仕入れ控除税額を除く。）から補助対象事業に係る食事や

レクリエーション等の実費相当額としての徴収金、補助対象事業

のための寄付金その他の収入の額を控除した額に１０分の１０を

乗じて得た額又は第２欄の前年度平均利用者数に応じた第４欄の

単価の額に開催した回数・日数を乗じて得た額に食事提供に要す

る経費（賃金、食材費、需用費等）、保険加入料、会場等使用料及

び賃借料を加えた額の少ない方（千円未満の端数は切り捨てるも

のとし、同表第５欄に掲げる額を限度とする。）以内で算定し、予

算の範囲内で交付する。ただし、岩美北小学校区に２か所及び岩

美西小学校区並びに岩美南小学校区に各１か所を限度とする。  

３  補助金は、第７条による交付決定の時期にかかわらず、第６条

第１項ただし書きの場合を除き、交付決定日の属する年度の４月

１日から３月３１日までの補助事業に要する経費の額を補助の対

象とする。  

４  補助事業者は、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第

６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事

業者への発注に努めなければならない。  

（交付申請の時期等）  

第６条  補助金の交付申請は、原則として毎年６月末日までに行わ

なければならない。ただし、年度の中途で新規に事業を実施する

場合は、事業実施の３０日前までに行わなければならない。  

２  規則第５条の交付申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に

掲げる書類は、それぞれ様式第１号、様式第２号及び様式第３号
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によるものとする。  

（交付決定の時期）  

第７条  補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助

金の交付の決定をするものとする。  

２  補助金の交付決定通知は、様式第４号によるものとする。  

３  補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡

易課税事業者、特定収入割合が５パーセントを超えている公益法

人等（消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第２条第７項に規

定する人格のない社団等をいう。）若しくは地方公共団体であると

き、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第２項の規定

にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を

乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内

で交付申請をすることができる。  

（承認を要しない変更等）  

第８条  規則第１０条第１項の町長が別に定める変更は、次に掲げ

るもの以外の変更とする。  

 （１）  本補助金の２割を超える減額  

 （２）  本補助金の増額  

 （３）  交付目的に特に影響を及ぼすと認められる変更  

２  第７条第１項及び第２項の規定は、変更等の承認について準用

する。  

３  規則第１０条の変更交付申請書に添付すべき書類は、様式第１

号、様式第２号及び様式第３号によるものとする。  

（実績報告の時期等）  

第９条  規則第１７条の規定による実績報告書に、様式１号、様式

２号及び様式第３号を添付して、補助事業の完了した日から３０

日又は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度４月１０日のい

ずれか早い期日までに提出するものとする。  

２  補助事業者は、本事業完了後に消費税及び地方消費税の申告に

より消費税等仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税等

仕入控除額確定報告書（様式第５号）を町長に提出しなければな

らない。  

３  町長は、前項の報告書の提出があった場合には、消費税等仕入

れ控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。  

（補助金の交付請求）  
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第１０条  規則第２０条の補助金の交付の請求をしようとするとき

は、補助金等交付請求書を町長に提出するものとし、規則第２０

条第３号に規定する補助金等の受入額調書は、様式第５号のとす

る。  

（事業継続努力義務）  

第１１条  別表第３欄に掲げる（１）事業立上経費の支援を受けた

者は、当該事業を５年間継続して事業実施するよう努めなければ

ならない。  

２  前項に規定する事業実施期間内において、毎年、事業の運営に

係る状況を、様式第６号により、事業完了日の翌４月１０日まで

に町長に報告するものとする。ただし、運営経費の補助を受けて

いる場合は、当該年度の実績報告書にかえることができる。  

３  第１項に規定する事業実施期間内に、当該事業を休止若しくは

廃止又は事業内容を著しく変更（以下「休止等」という。）しよう

とするときは、あらかじめ理由、予定日及びその他必要な事項に

ついて様式第７号により町長に届け出て、事業の休止等に関する

協議を行うものとする。  

（財産の処分制限）  

第１２条  補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加

した財産（以下「取得財産」という。）を補助金の交付の目的に反

して使用し、又は処分しようとする場合は、あらかじめ町長の承

認を受けなければならない。ただし、当該取得財産について、減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１

５号）に規定する耐用年数が経過している場合は（当該年数が５

年に満たない財産にあっては５年）、この限りでない。  

２  町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場

合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。  

３  事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業

の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するととも

に、その効率的な運営を図らなければならない。  

（交付決定の取消し等）  

第１３条  町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると

認めたときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消し、すでに補助金が交付されていると

きは、その返還を命ずることができる。  



（１）補助金を他の用途に使用したとき。  

（２）補助金交付決定の内容、条件、対象事業の遂行及び事業の

継続等について、規則、実施要領及び本要綱の規定に従わない

とき。  

２  前項の補助金の返還額は、事業継続年数を勘案し、町長が定め

るものとする。  

３  第１項の補助金の返還は、当該命令のなされた日から起算して

１５日以内に行わなければならないものとし、期限内に納付がな

い場合は、未納に係る期間に応じて、年１０．９５％の割合で計

算した遅延金を徴するものとする。  

（帳簿の整備等）  

第１４条  補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設

けると共にこの証拠となる書類を補助事業終了年度の翌年度から

起算して５年間保存するものとする。  

（その他）  

第１５条  規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付に

ついて必要な事項は、町長が別に定める。  

 

 

  附  則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



 

 

別表２（第 5条関係） 

１事業項

目 

２前年度平均利

用者数 

３補助対象経費 ４ １回/日の単価 ５ 補助金上限額 

運営費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～１９人 ア.補助対象事業の実施に

必要な給料（正規職員を除

く）報酬、報償費、需用費

（食糧費、印刷製本費、消

耗品費、）、役務費（通信運

搬費（郵便料・運搬料のみ）

保険料）、使用料及び賃借

料、負担金等 

※食材費は１食４２０円を上

限とする。 

 

※人件費の単価は、鳥取県

の最低賃金を上限とする。 

 

※飲食店がその施設、設

備、従業員等を活用して取

り組む場合は、食事提供に

要する経費（賃金、食材費、

需用費等）は対象外とす

る。 

 

イ. 備品買替に要する経費 

 事業を継続するための調

理器具・冷蔵庫等の備品の

耐用年数経過や故障等に

伴う買替経費 

 

5,000円 ア 備品買替以外 

年１９２回以上 

（週４回等） 

３，０７０千円 

 

年４８回～１９１回 

（週１回等） 

２，２５０千円 

 

年１２回～４７回 

１，500千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ.備品買替に要する

経費 

１事業所につき３００

千円 

２０～２９人 7,500円 

３０人～ 10,000円 

※新規の場合は

利用者見込みと

する。 

※食事提供に要する

経費（賃金、食材費、

需用費等）、保険加入

料、会場等使用料及

び賃借料は１回/日当

たりの単価に含めな

いものとする。 

 

 

 

１ 事業項目 ２ 補助対象経費 ３ 補助金上限額 

事業立上経費 既存の福祉・教育施設、地域にある様々な場所（公民館・

商店街等）での調理器具、冷蔵庫等の備品、食器等の消耗

品の購入に要する経費、調理室や居室等の修繕に要する

経費、使用料及び賃借料（会場借上げに要する初期経費

等）等立上げに要する経費 

 

 

１事業所につき 

１，５２０千円 

別表１（第 5条関係） 


